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第
七
不
自
讃
毀
他
戒
と
不
讃
毀
自
他
戒

　

宗
門
の
十
重
禁
戒
は
現
行
の
『
行
持
規
範
』

（
出
家
得
度
式
）・（
檀
信
徒
喪
法
）
や
『
正
法

眼
蔵
受
戒
巻
』『
出
家
略
作
法
』
な
ど
で
は

「
不
自
讃
毀
他
」
と
表
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
他

方
に
お
い
て
は
『
仏
祖
正
伝
菩
薩
戒
教
授
戒

文
』『
仏
祖
正
伝
菩
薩
戒
作
法
』
で
は
「
不
讃

毀
自
他
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
違
い

が
み
ら
れ
る
も
の
は
「
不
自
讃
毀
他
戒
」
の
他

に
四
つ
み
ら
れ
る
が
、
少
し
の
言
葉
の
違
い
だ

が
そ
の
意
味
合
い
が
「
毫
釐
も
差
あ
れ
ば
天
地

懸
に
隔
た
り
」
と
思
っ
た
こ
の
戒
を
考
え
た
。

　
「
自
ら
を
讃
え
他
を
毀
ら
ざ
る
戒
」「
自
他
を

讃
え
も
毀
り
も
せ
ざ
る
戒
」

　

経
豪
禅
師
は
畢
竟
「
此
の
如
く
同
じ
か
ら
ず
。

然
れ
ど
も
、
小
異
大
同
也
」（
梵
網
経
略
抄
）

と
言
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
名
称
の
相
違
が
、

そ
の
ま
ま
宗
旨
や
教
義
を
組
み
込
ん
だ
事
例
と

も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
顕
著
な
の
が

不
自
讃
毀
他
戒
と
不
讃
毀
自
他
戒
と
言
え
よ
う
。

「
仏
法
を
習
う
と
云
う
は
自
己
を
習
う
な
り
。

自
己
を
習
う
と
い
う
は
、
自
己
を
忘
る
る
な
り
。

自
己
を
忘
る
る
と
云
う
は
自
己
の
万
法
に
摂
せ

ら
る
る
な
り
。
万
法
に
摂
せ
ら
る
る
と
云
う
は
、

今
の
自
讃
毀
他
の
自
他
も
此
の
如
く
心
得
る
べ

き
歟
。」（
梵
網
経
略
抄
）

　

つ
ま
り
は
自
他
の
分
別
を
批
判
し
て
い
る
こ

と
で
す
が
、「
自
讃
毀
他
」
で
は
、
ど
う
し
て

も
自
他
が
残
る
が
『
抄
』
で
は
そ
れ
を
解
脱
す

る
よ
う
に
導
い
て
い
る
。
解
脱
し
た
境
地
で
あ

れ
ば
、
結
果
と
し
て
の
自
讃
と
毀
他
の
対
立
は

「
抑
も
自
と
と
く
と
も
讃
な
し
、
他
と
と
く
と

も
毀
な
し
。
都
て
仏
法
の
中
に
は
自
讃
毀
他
あ

る
べ
か
ら
ず
。
自
他
に
繋
縛
せ
ら
る
る
時
、
自

讃
毀
他
と
云
は
れ
、
自
他
を
解
脱
す
れ
ば
不
自

讃
毀
他
な
り
。」『
抄
』「
不
讃
毀
自
他
」
は
自

他
に
捉
わ
れ
な
い
宗
旨
が
強
く
反
映
さ
れ
た
も

の
だ
が
、
自
他
の
対
立
は
な
い
の
だ
と
思
い
込

む
ば
か
り
で
は
得
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
も
の
だ

と
付
け
加
え
て
お
こ
う
。
な
お
、「
不
讃
毀
自

他
戒
」
の
呼
称
は
伝
法
、
室
内
作
法
で
用
い
ら

れ
た
の
は
注
目
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
持
戒
と

は
容
易
で
は
な
い
。
ま
さ
に
、
辛
・
力
・
辛

「
辦
」
そ
れ
で
も
「
百
不
當
」
な
の
だ
ろ
う
。

　

議
員
の
末
席
に
名
を
連
ね
て
一
年
が
過
ぎ
た

が
、
真
摯
に
努
め
て
い
る
か
と
自
問
自
答
し
て

は
慚
愧
の
念
に
駆
ら
れ
る
日
々
で
あ
る
。

第28回總和会全国大会円成
宗門寺院における過疎化についてのシンポジウム開催

川辰三大禅師猊下におかれましては、日頃より全国各地
へご巡錫いただき、ご接化にご精励され、誠に慶賀に存
じ上げる次第であります。昨年は３度目の管長猊下にご
就任いただき、宗門をお導きいただいております。また
本年は石川素童禅師100回御遠忌の正当の年となり、報
恩の誠がつくされますことを、心より願うものでありま
す。
　私が内局を組織し早一年が経過しようとしております。
宗門喫緊の諸課題はもとより、これまで着手できなかっ
た課題にも立ち向かっていこうと、会員各位をはじめ関
係各位のお力添えをいただきながら、着実に諸施策を進
めてまいりたいと存じます。どうぞ今後ともご理解ご協
力をお願い申し上げます。

　本日、紫雲臺大禅師猊下のご親修
を仰ぎ、第28回總和会全国大会を開
催いたしましたところ、多数の会員
諸老師のご参集を頂きましたことを、
主催者として厚く御礼と感謝を申し
上げます。
　曹洞宗管長・大本山總持寺貫首江

� 總和会会長　鬼生田 俊英　式 辞
　今次内局として「竿頭の先に未来をひらく」をスロー
ガンに掲げ、仏法の尊さを未来へつなぎ、さらには宗門
の未来、人心の安寧を図るため、自らが百尺竿頭の先に
歩みを進めなければならないと存じております。
　そのひとつとして、進行する過疎化の問題に対しては、

「過疎地域等における宗門寺院の問題に関する対策準備
室」の設置、また新たに宗制の整備をはかるべく「曹洞
宗宗制調査室」など、これを推進してまいります。
　社会には、あの大震災をはじめとして予見をはるかに
超え甚大なる被害をもたらす災害が日常化しております。
ここに改めて尊い生命を失われた方々のご冥福をお祈り
し、また被災されました方々の、一日も早い復興をご祈
念申し上げる次第であります。また国際的規模で、人々
はより一層幸福な生活を求めるなか、我々に課せられた
使命は大なるものがあると思います。
　会員諸老師には、本大会がともに研鑽を積む、有意義
なものとなるよう願っております。
　最後に總和会三綱領のもとに、大本山總持寺のご隆盛
と、会員各位のご健勝を心より願い、 ここに全国大会を
開催させていただきます。

多発する風水害に対し、お悔やみとお見舞いを申し上げますとともに一日も早い復興を祈念致します。

題字　佐々木孝一 總和会会長
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　爽秋の好時節、第28回總和会全国
大会が曹洞宗檀信徒会館に於て開催
されますことは、本会の組織発展と
親和結束においても誠に喜ばしく、
心よりお祝い申し上げます。この大
会に全国各支部からの代表者がご出
席され各支部からの声を直接伺う大

の日程でお迎えすることであり、御本山といたしまして
も大きな節目に当ることとなります。この法縁に出逢う
ことは大変光栄であり御協力を迎ぐものであります。
　大遠忌を迎える瑩山禅師さまは、最後の教誨として山
内すべての弟子にお伝えになり、続けて遺偈を述べられ
て大いなる生涯の幕を閉じられました。遺偈の結句は

「法堂上に鍬を挿む人を見る」でありました。日々の修行
や生活に励む人々への厳しく、慈愛に満ちた優しいまな
ざしではなかろうかと受け止めます。
　この句を大祖堂の地下ホールに大書されて掲げられてい
る岩本勝俊禅師さまの墨跡を本山へ参る度に拝し、太祖瑩
山禅師さまの慈訓として常に仰いでいるところであります。
　目下、時代は多様化となり、それぞれの立場から光を
見出すことではないかと思います。〝黙々と鍬子を拈ず
る〟ことが重要であり期待されていることではないかと
思います。
　このお示しの精神を本大会の總和会に置き換えて考え
てみますと、会員相互の議論と情報を交換しつつ、それ
ぞれの立場から道を開くことが大切であると考えます。会
員相互が親和結束し、それぞれの立場において鍬を挿ん
でいただくことを期待し、祝辞に代えさせていただきます。

� 總和会最高顧問・大本山總持寺副貫首　石附 周行　
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嶽
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　本日ここに、第28回總和会全国大
会が盛大に開催されますこと、心よ
り祝意を表します。
　会員の皆様におかれましては、宗
門の興隆、大本山總持寺の護持、発
展という指標のもと、平素並々なら
ぬご尽力を寄与していただき、厚く

� 大本山總持寺貫首　江川 辰三　ご垂示

御礼を申し上げます。
　ご承知の通り、ただ今本山では、「御両尊大遠忌法会」
の奉修期間に相当しております。５年後の太祖大師700回
大遠忌に至るまで、種々の報恩行持が順次お勤めされます。
　来月２日からは、本山独住第４世中興石川素童禅師様
の100回御遠忌が営修されます。本山御移転に関する偉
大なる功労者、石川禅師様は法系上老衲の３代前の師僧
にあたり、常々虔んで尊崇申し上げているお方でありま
す。100回御遠忌をお勤めできることの有難さを、日々し
みじみと噛みしめている次第であります。
　現在に至るまで皆様方からお寄せいただいた尊い浄財
のご協力に対し、衷心より感謝を申し上げると共に、今
後共、格別のご法愛、お力添えを何卒よろしくお願いい
たしたく存じます。
　なお、大遠忌法会期間中の基本理念は変わることなく、
「相承―大いなる足音がきこえますか―」であります。
「相承」の道は、「報恩」の道でもあります。

変良い機会であり楽しみでもあります。
　その上、当会の首班内局として鬼生田宗務総長老師を
中心として各部長老師の雄姿を拝することであり、その
ご活躍を期待し高揚するものであります。宗門の山積す
る諸問題は複雑多岐にわたると良く言われますが、どう
か英知をもって取り組んでいただきたいと思います。
　大本山總持寺におきましては、来る2024年に「太祖瑩
山紹瑾禅師700回大遠忌」をお迎えすることは周知のこ
とでありますが、日一日と迫って参る感であります。諸
伽藍の整備はご協力とご理解を戴いて着々と進められて
おります。御移転100年を経ての威容が整えられておると
ころであります。
　その御移転に大きな力を発揮されて完遂された独住第
４世中興石川素童禅師100回御遠忌を本年11月２～５日

　この理念に鑑みて、私たちは釈尊、高祖大師、御両尊、
中興石川禅師、歴代祖師方から、有難くも一体どのよう
なことを「相承」して現在に至っているのか、また、今
後社会の中で報恩行として大切に伝えていくべき「大い
なる足音」とは、具体的にどのような実践を指すのか、
これらのことを今一度深く問い直し、歩みを進めていく
勝縁にしていただきたいと切に念願いたします。
　今大会の開催を重ねてお慶び申し上げると共に、実り
多き成果を祈念いたし、祝辞とさせていただきます。

祝 辞
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　秋も次第に深まり木々の彩りが日
ごとに変化を見せてくれる季節と
なってまいります。
　本日茲に、總和会全国大会が開催
されますこと、心よりお慶びを申し
上げます。鬼生田会長老師はじめ会
員諸老師に於かれましては、平素よ
り宗門の興隆・本山の護持発展・御
両尊大遠忌法会への多大なるお力添
えをいただいておりますこと、厚く

　また、向唐門の檜皮葺屋根の修復工事につきまして、
總和会・嶽山会の皆さまや本山檀信徒に浄財のご寄附を
お願い申し上げているところでございますが、大変有難
いことに各支部より続々と浄財をお納めいただいており、
誠に感謝申し上げる次第でございます。現況といたしま
しては、専門家による伽藍審議委員会を開催して方針協
議し更に耐震診断を行っており、時機を得て着工したい
と存じております。
　本山僧堂では、現在冬制中に入り、紫雲臺猊下ご総覧
のもと、役寮、大衆合山一如で辦道に勤しんでおります。
今年の新到和尚は春上山が32人、秋上山が２人でした。
これは少子化に加えて、教育規程の変更に伴い専門僧堂
の厳格化が図られた結果、本山僧堂の安居者数にも影響
を及ぼしたと考えられます。今後僧堂への安居をご予定
のお弟子さまには、是非總持寺本山僧堂への掛搭をお勧
めくださいますようお願い申し上げます。
　また、１月25日に京浜急行電鉄より、「花月園前駅」
駅名が来年３月より「花月総持寺駅」と変更される旨の
発表がございました。「京急鶴見駅」でも、副駅名標と
して「大本山總持寺」の名前が駅看板に表記されます。
　悲しいお知らせではございますが、本山西堂をお勤め
いただいておりました長谷川正孝老師が７月28日にご遷
化なされました。愛知県松音寺様にて８月１日に密葬が
営まれ、本葬は10月６日に紫雲臺猊下秉炬師のもと本山
葬の形式で執り行われました。
　また、御両尊大遠忌記念として計画しておりました瑩
山禅師様・峨山禅師様・明峰禅師様のブロンズ製モニュ
メント像が全国嶽山会、本山顧問会、大遠忌局のご協力
により向唐門前に年内に竣工予定でございます。本山に
ご来山の際には是非ともご覧いただきたく存じます。
　最後になりましたが、会員諸老師の法身堅固並びに總
和会の益々のご発展を冀い、祝辞といたします。

� 總和会常任顧問・大本山總持寺監院　乙川 暎元　祝 辞

お礼を申し上げます。
　さて、５年後の令和６年「御開山太祖瑩山紹瑾禅師
700回大遠忌」につきまして紫雲臺猊下より、４月１日か
ら21日の３週間に亘りお勤めする旨のお示しがありました。
本年４月24日に佐藤孝一局長はじめ局員の辞令伝達がな
され、更には大遠忌記念事業の紫雲臺・虎嘯窟の耐震改
修工事が10月７日に落慶を迎え、来る瑩山禅師700回大
遠忌に向け着々と歩みを進めている次第でございます。
　また、本年は11月２日から５日にかけて独住第四世中
興・石川素童禅師の100回御遠忌法要を勤修いたします。
石川禅師は現董江川猊下の法の曽祖父に当たる禅師さま
でもあり、ご移転大功労に対する報恩行としてお勤めを
させていただきます。紫雲臺猊下に於かれましては矍鑠
として諸行持をお勤めになられ、来たる中興・石川素童
禅師百回御遠忌に報恩の誠を捧げるべく、身心を調えら
れておられるご様子です。
　大遠忌までにはこの他に、令和２年４月の報恩大授戒
会中に普蔵院開基（本山三世）太源宗真禅師の650回御
遠忌、令和３年には能登祖院の地に於いて４月６日に祖
院の震災復興事業竣工・震災復興諸堂落慶法要、９月の
祖院御征忌会中に本山開創700年慶賛法要と懐観大姉700
回御遠忌を行う予定となっております。

　秋季さわやかな季節になりました。

本年も曹洞宗檀信徒会館を会場とし

て、第28回總和会全国大会が開催さ

れますこと心よりお慶び申し上げます。

　總和会三綱領にありますとおり、

会員相互の協調連絡を図り、その親

て宗門のために切磋琢磨し、その中11名の新人議員も、鬼

生田会長が名付けた黎明会の名に相応しく竿頭の先に未来

をひらかんと議論を交わすその姿はとても頼もしく思います。

　また、ご本山におかれましては、いよいよ来月に迫り

ました独住第４世中興石川素童禅師様の100回御遠忌法

要を控えまして準備に忙しい毎日かと拝察いたしますが、

ご移転のご功労に対する報恩行として私たち共々が心を

一つにお勤めしたいと存じます。

　思い起こせば平成23年10月26日は大本山總持寺のご移

転100周年記念の年にあたり、第20回記念總和会全国大

会がご本山で開催されました。

　その中で、明治大学名誉教授の圭室文雄先生の記念講

演を思い出します。石川禅師の長年にわたる復興作業と

鶴見への移転作業はどれほどの労力と心労が伴ったのか、

その苦難は想像を絶するものであります。

　ご本山の隆昌をもたらした石川禅師の御遠忌を機に、禅

師の思いを丁寧にひもとき、さらに總和会一同が次の100

年先を見据えて自由な議論が展開され宗門発展に導かれま

すよう冀いまして總和会全国大会開催の祝辞といたします。

� 總和会常任顧問・曹洞宗参議　石橋 晋哉　祝 辞

和結束をより一層固くすることを基とされ全国各地より

ご参集くださいました代表の皆様には常日頃より本会の

運営発展にご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、私は本年３月紫雲臺猊下のご指名により佐瀬道

淳老師の後任として､ 曹洞宗参議の辞令を拝受いたしま

したが、同時に總和会常任顧問という役職をも賜ること

となり、同志の決意を固くいたし任を全うする覚悟であ

りますので宜しくお願い申し上げます。

　總和会首班の今内局は会長であります鬼生田俊英宗務総

長の手腕が大いに発揮され、特に宗制の整備や過疎問題に

関する専門部の設置､ 僧堂振興など宗門の未来を左右する

重要な課題解決に取り組んでいます。議会の折には同じこの

会場である議場において、總持寺系議員36名が一体となっ
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　第28回總和会全国大会は、令和元年10月８日
（火）に140余名の参加者を集めて、曹洞宗檀信徒
会館で開催されました。
　午後１時からの式典では嶽盛和三副幹事長の司
会により、岡芳雄副会長の開会の辞で幕を開けま
した。曹洞宗管長・大本山總持寺貫首江川辰三猊
下の御親修のもと、仏祖諷経・会員物故者追悼諷
経が厳修され、ご垂示をいただきました。
　鬼生田俊英總和会会長の式辞に続き、總和会最
高顧問　石附周行大本山總持寺副貫首、總和会常
任顧問　乙川暎元大本山總持寺監院、石橋晋哉参
議よりそれぞれご祝辞をいただきました。
　式典終了後、第１部「大会会議」では、宗歌斉
唱の後、山務、宗務、会務報告を行い、さらに第
２部「講演・報告・シンポジウム」を行いました。
　講演では浄土宗正覚寺副住職の鵜飼秀徳師を講
師に「寺院消滅時代を迎えて～人口減少時代の寺
院環境～」と題して話していただきました。

第 28 回　總和会全国大会概要■■■■■ ■■■■■

受　　　付

　さらに本年４月に伝道部に設置されました「過
疎地域等における宗門寺院の問題に関する対策準
備室」（過疎対策準備室）より、島根県、北海道、
富山県での「過疎地域現地視察及び懇談会」の報
告も行われました。
　「宗門寺院における過疎化について」をテーマと
したシンポジウムでは、鵜飼師、中村見自伝道部
長（過疎対策準備室室長）、梅本実道師（熊本県
支部長）、西川良英師（福島県支部長）がパネリス
トとして登壇し、曹洞宗総合研究センターの清野
宏道専任研究員がコーディネーターを務め、過疎
の現状や宗門の今後とるべき施策に関して意見が交
わされ、名村直高副会長の閉会の辞で終了しました。
　第３部「懇親会」は審事院や宗門関係学校の来
賓も出席されて盛大に催し、須田孝英宗議会議長
の万歳三唱で總和会及び宗門のさらなる飛躍を祈
念し、午後７時半に無事全日程を終了し散会いた
しました。

大本山總持寺貫首　江川辰三猊下

鬼生田俊英　總和会会長 全　景
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［講師紹介］　1974（昭和49）年６月、京都市右京区の嵯峨、
正覚寺生まれ。成城大学文芸学部マスコミュニケーショ
ン学科卒業。卒業後、報知新聞社に入社。社会部記者を
経て、日経BP社に移籍。2018（平成30）年１月に独立し
フリージャーナリストに。同年、一般社団法人「良いお

寺研究会」を立ち上げ、寺院再生、地方創生に寄与すべ
く活動を続けている。現在、浄土宗正覚寺副住職、浄土
宗総合研究所嘱託研究員。著書に『寺院消滅　失われる
「地方」と「宗教」』（日経BP社）、『仏教抹殺　なぜ明治
維新は寺院を破壊したのか』（文春新書社）など多数。

　私は、日経ビジネスという経済誌出版社に勤務してい
た時、人口減少に伴う過疎地問題や離島問題を取材する
ことが多く、それが契機となり「寺院消滅」を手掛ける
こととなりました。
　さて、150年前の廃仏毀釈により、江戸時代には凡そ９
万ヶ寺あった寺院が、わずか数年（明治元年～明治９
年）の間に半分になり、その後７万７千ヶ寺まで戻った
のですが江戸時代に比べたら１万３千ヶ寺の減少となり
ます。そして、今まさに直面している寺院消滅の問題は、
第２の廃仏毀釈とも言えるのです。
　日本の人口は2007年を境に減少。出生数を死者数が上
回り、同時に首都圏には人が流れ込み地方の人口が減少、
二極化が加速する状況にあります。さらに、東京が肥大
化することで核家族化が進行、それに伴い檀家数は減少
し地方寺院は経営破綻の一途を辿ります。もちろん寺院
消滅の原因はそれだけではありません。産業形態の変化、
例えば農業の衰退なども寺院消滅に関わっています。ま
た、江戸時代からの檀家制度や様々な複合的な歴史問題、
社会構造的な問題など多くの要因が考えられます。
　次に、地方寺院の空き寺化、いわゆる兼務寺院化が進
んでいることが懸念されます。現在の日本には７万７
千ヶ寺の寺院が存在しますが、推定では１万７千ヶ寺が
無住化しているのではないかと言われております。さら
に21年後（2040年）には、１万ヶ寺が空き寺になってい
くと示されております。つまり日本の寺院は、実質５
万ヶ寺になるということです。かなり深刻な数字です。
また、國學院大学の石井先生が、元総務大臣の「地方消
滅レポート」を基に、消滅可能性都市に存在する宗教法
人の数をカウントした結果によれば、曹洞宗は約１万５
千ヶ寺あるうちの42%が無住化し、21年後には８千５
百ヶ寺になってしまうのではないかと推測されておりま
す。この42%という数字は、2015年曹洞宗宗勢調査にお
ける「４割の寺院に後継者がいない」との回答と符号し
ており、地方寺院の空き寺化は、宗門構造そのものを変
えていく恐れがあります。　
　それでは、空き寺が増加することでどんなリスクが生
じてくるのでしょうか。まずは仏像盗難、盗まれた仏像
はオークションにかけられ海外に流出してしまうケース
が多数発生しています。また、無住による伽藍の崩壊、
それに伴う文化遺産の消失。さらに、お寺は教育の場で
あるという観点から、教育機会の損失という面もありま
す。また、宗教法人は非課税部分が多い為、乗っ取られ、
マネーロンダリングに悪用される場合もあります。つま
り、お寺が無くなると隣組等の機能が失われて、支援が
脆弱になり地域共同体が崩壊し様々な弊害を生んでいく。
例えば、格差が生じることで地方都市での犯罪発生率は
上がっていく可能性もあります。またお寺だけではなく、
関連産業、葬儀・仏具・法衣・墓石店なども同時に消え
ていくと思われます。

記念講演

「寺院消滅時代を迎えて～人口減少時代の寺院環境～」
� 鵜　飼　秀　徳 師　

　それでは、どういうお寺が消滅の危機にあるのでしょ
うか。①人口減少傾向が著しい過疎地にあり、強みがな
いお寺。つまり、住職の個性、お寺の立地環境、地域の
環境、それぞれの要素を満たさない寺院は非常に危ない
ということです。②地方都市にある檀家400軒～600軒規
模の比較的大規模な専業型寺院。大規模な専業型寺院は、
今後、伽藍の修繕などの巨額資金が必要になる局面を乗
り切れるだろうかということです。自然災害、あるいは
何らかの修繕、巨額資金が必要な局面になってきた時に、
一気に破綻を迎える可能性があるということです。③地
方に立地をする寺院で弟子が東京の大学に進学をして、
その後就職をしてしまうケース。戻ってこいよと言われ
お寺の資格も取った。しかし、東京でファミリーを持っ
てしまい、戻れないというケースです。④早々の変化に
反応しているお寺のケース。わずか数年の変化に過敏に
反応し過ぎて、急激に巨大投資を伴う寺院改革をするお
寺は、崩壊が早いかもしれません。
　次に比較的安全なお寺についてお話しします。①檀家
の数が100軒以下で手厚い兼業型寺院。主がサラリーマ
ン、従が法務。お寺としてこういうあり方がいいのか、
というのは別問題として、こういうお寺は安泰だと思い
ます。②早い段階でやる気のある若手にお寺を譲った
ケース。世代交代は大事なテーマだと思います。早めに
若い人に責任を持たせ、若い人がやる気を持って寺院改
革をしていくことが大事だということです。③都市部に
あっては過剰な投資をしないお寺。都市部の寺院は立地
条件に恵まれているのだから、過剰な投資による危険は
避けた方が良いということです。④交通に便利な寺院。
そのお寺にバスを使わずに行けるか、坂道を登らずに行
けるかということは大事です。⑤住職の個性やお寺の環
境で強みのある寺院。住職の個性さえあれば人を集める
ということが可能になるかもしれません。また、住職が
引っ込み思案で個性がないとしても、お寺の立地環境が
良ければ存続できるのです。⑥社会との接点が常にある

鵜飼秀徳師
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寺院。元ビジネスパーソン、産業界とコネがあるなど。
つまり、自分たちのお寺は厳しくても周りが助けてくれ
るかもしれない。人脈は大事だと言う事です。
　さて、お寺の消滅を止めるにはどうすれば良いのか。
私は今「花巡礼プロジェクト」を構想しております。秋
田県男鹿半島の雲昌寺様は、15年かけて1500株の紫陽花
を植え、紫陽花寺として年間４万人が拝観。夜間ライト
アップを実施し、昼と夜の拝観料をそれぞれ別個設定し
収益を得ると共に、地域の再生にも寄与する結果となり
ました。この事を踏まえ、地域寺院５ヶ寺くらいが集
まって、ある寺院は冬、ある寺院は夏と、それぞれシー
ズンを変えて花が咲くようにする。例えば、秋桜寺など
というように、シーズン毎に地域を巡礼する仕組みは出

来ないかという構想です。花の集客力というのは極めて
強力で、SNSなどをうまく使えば、過疎地であっても１
～２週間で数千から数万人規模の集客も不可能ではあり
ません。さらに、お寺の再生だけではなく、地域創生に
も寄与することが期待できる。そして、花の寺の実現の
後は、花葬、樹木葬と寺院墓地をミックスした新しいタ
イプの墓地も視野に入れ、檀信徒獲得も目指していく。
また、空き寺に東京のIT企業を誘致し、寺にオフィスを
設け、そこに住んで仕事をしていただく。そして、お寺
を管理し雑草抜きをしてもらう、そうすることで伽藍を
朽ちさせない。そんな色々な発想によって、今こそ「寺
院消滅」から「寺院再生」のステージへと移行するべき
だと思うのです。

　当準備室は本年４月より伝道部に設置され、過疎問題
に関する「対策室」を立ち上げる準備段階として、過疎
地域の現地視察や他宗の活動の情報収集・官公庁の関連
資料収集、また曹洞宗総合研究センターの「過疎問題プ
ロジェクト」との情報交換などを行っています。
　はじめに、４月中旬に島根県第一宗務所管内の寺院を
訪問し現地の皆さまと懇談会を行いました。島根県は昭
和40年代に「過疎」という言葉が生まれた県といわれて
います。総人口は平成30年の時点で約68万人、全国で２
番目に少ない県となっています。ただ同じ県内でも人口
の分布に偏りがあり、松江市・出雲市などの都市地域に
は比較的人口が集まっていますが、島根県第一宗務所管
内にあたる石見地域は県の総人口の３割に満たない19万
人程度となっています。石見地域は檀家数50以下の小規
模寺院が過半数を占め、実際には檀家０軒の寺院もある
ということです。
　懇談会では「家が絶えるいわゆる絶家による檀家数の
減少が非常に深刻なこと」「兼務や兼職が多く寺院運営
との両立が困難であり、後継者世代が安居に行けず教師
資格の取得が困難であること」などの意見が出されまし
た。特に経済的な負担に関する内容が多く、今後は宗費
の負担や寺院の合併・解散の費用などの捻出が一層厳し
くなるため、宗門の手厚いサポートを望む声が挙がりま
した。
　次に、７月下旬に北海道第二宗務所管内の夕張市・歌
志内市の寺院を訪問し現地のみなさまと懇談会を行いま
した。二市はともに石炭の産地として栄えた地域ですが、
夕張市では石炭産業の衰退後人口流出が急速に進み、最
盛期の昭和35年には約11万６千人であった人口が現在で
は約８千人にまで減少しています。こうした人口減少に
伴って自治体の運営も困難になり、平成18年に財政破綻
を迎えました。また、歌志内市では昭和23年の人口約４
万６千人をピークに減少を続け現在は約3400人となり、
高齢化は45％以上と極端に高くなっています。ちなみに
この二市も含め北海道の人口は札幌圏へ一極集中してお
り、都市部と過疎地域の格差が拡大しています。
　懇談会では、まず市役所に勤めていた檀信徒の方から
「人口流出は石炭産業に代わる新たな産業を作れなかった
ことが原因」という意見が出されました。また人口流出
に関連し、他の方々から「北海道の寺院は墓地より納骨
堂が多く遺骨の移動が簡単であるため、転居とともに納
骨先を都市部に移すことも多い」さらに「多くの寺院で
〈月参り〉の減少が起きていて檀信徒とのつながりが希薄
化し、経済面の弱体化が急速に進んでいる」「人口が少

ないため教化活動が困難」などの現状が報告されました。
　最後に９月中旬に富山県宗務所管内の高岡市・氷見市
の寺院を訪問し現地のみなさまと懇談会を行いました。
高岡市の人口は平成17年の18万２千人をピークに年間約
1000人の割合で減少を続け現在は約17万人となっていま
す。また氷見市では昭和27年の人口約７万人をピークに
減少を続け現在は約４万６千人となっています。北陸地
方は古くより他宗、特に浄土真宗の活動が活発なため、
多くの曹洞宗寺院は小規模とのことです。また富山県は
明治36年に尼僧堂が開かれたこともあり女性僧侶が多い
地域でもあるとされます。
　懇談会では特に経済的な困難さと後継者不足に関する
内容が報告されました。主な実状として「小規模な寺院
が多いため兼務・兼職率が高い」「人口流出や少子・高
齢化のため後継者不足が深刻化している」とのことです。
さらに特に問題となるのは無住寺院の増加とされます。
「経済的な困難さや後継者不足などの問題が複合的に起
こり、無住寺院の増加に歯止めがかからない」「教化活
動が満足に行えないため、檀信徒との関係が希薄化する
一方」という意見を強く訴えられました。
　この度３つの地方で現地視察を行った結果、過疎化に
よる寺院への影響としては、特に「都市部への人口流出
による檀信徒との関係性の希薄化や離檀」「宗費等の経
済的負担の軽減」「後継者の育成と支援」などが共通の
問題として挙げられます。
　これは他の地域にも通じることであると予測されます
が、地域ごとに実状は異なります。直接各地に赴き現地
の方々が直面している実態を正確に把握することが何よ
りも重要と感じました。当準備室では今後も現地視察や
調査を重ね「過疎問題」への具体的な施策・対応を検討
していきたいと考えています。

「過疎地域現地視察及び懇談会」（島根県、北海道、富山県）の報告

� 過疎地域等における宗門寺院の問題に関する対策準備室　中西　潤
めぐみ

中西　潤氏
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［パネリスト］
　鵜飼秀徳師（浄土宗正覚寺副住職）
　梅本実道師（熊本県東雲寺住職）
　西川良英師（福島県長慶寺住職）
　中村見自師（伝道部長・過疎問題対策準備室長）
［コーディネーター］
　清野宏道師（総合研究センター専任研究員）

　總和会首班の鬼生田内局は、重要施策の１つとして
「過疎地寺院対策」を掲げ、今年４月から伝道部に「過
疎地域等における宗門寺院の問題に関する対策準備室」
を設置している。今般、全国大会では初めての試みとな
るシンポジウムを行った。上記４名のパネリストよりそ
れぞれの意見発表。その後、ディスカッションが行われ
た。
［意見発表］
梅本師―自坊がある天草市五和町の人口は約7,800人。漁
業や農業が中心だが、近年は漁業も衰退し、若年層が都
市部に流れつつある。「かつては多くの僧侶による葬儀が
通常で、檀務を分け合う互助の体制が整い、比較的小規
模な寺院も護持できていた。しかし昨今は都会同様、葬
儀の小規模化や直葬、住職１人での葬儀依頼が増加し、
天草の地に根付いた互助の関係が崩れ、中規模寺院でさ
え護持が難しくなり、後継者もおらず無住寺院が増加し
ている」と現状を報告した。
西川師―村会議員も務める師は、「『苦しい、大変だ』と
言っている寺に限って庭掃除もせず、檀家も住職を信頼
していない。だからお布施も安い。しかし、一生懸命法
務を行っている住職の寺の檀家は信仰心を持っている。
きちんとお勤めをしていれば檀家さんが助けてくれる。
安心感こそ大事である」と話し、僧侶としての常識や、
地域社会や檀信徒との関わりの重要性を訴えた。
［ディスカッション］
鵜飼氏より「お寺の社会参画は難しい。また、僧侶の本
分である法務をしっかりとすべきで、余計な社会参画は
邪魔だという考えもある。しかし、食べていくためには
社会参画も必要という二項対立があり、私の中でもどち
らが正しいのかという答えはない。むしろ皆さんはどの
ように考えているのか」との問題提起があり、檀信徒と
の関係や、社会参画にも議論は及んだ。
　中村伝道部長は「曹洞宗に限らず既成教団はこれまで
に廃仏毀釈や農地解放などの厳しい時代をくぐってきた
が、むしろこれからの方が厳しい時代だと考えている。
つまり僧侶に対する信頼が失われてきている。過疎化や
少子高齢化問題に教団として対応することは難しいが、
どうやって信頼を取り戻すかが専決」と僧侶の資質向上

シンポジウム

テーマ　「宗門寺院における過疎化について」
の必要性を述べた。また、シンポジウムに先立ち行われ
た「過疎地域等における宗門寺院の問題に関する対策準
備室」報告について、より赤裸々な見聞報告が行われた。
　「現地視察では大変厳しい声をいただき、同行した職員
２人もショックを受けた。例えば島根の場合は『兼務し
なければ寺院を護持できず、後継者も新卒で就職すると
教師資格が取れない』という現状を訴えられ、宗務庁の
立場から説明したが納得してもらえず、大変なお叱りを
受けた。北海道では月参りが多いため、専業の寺院が多
いが、現金収入が減少している現状を聞いた。富山では
７ケ寺、８ケ寺を兼務している現状もあり、檀家が20～
30軒ほどあったとしても、浄土真宗も信仰している檀家
が多い。しかも、葬儀、法事のお布施が少額という状況
で、『自分の寺院の後継者すらいないのに、兼務寺院の
後継者がいるわけがない』との話も聞き、宗務庁全体と
して今後の制度を考えていかなければならないと痛感し
た」との報告があった。
　今後の曹洞宗の過疎地寺院問題への方向性にも触れ、
「私は、その地域の檀家さんがたとえ一人でも『お寺は心
の灯』、『先祖代々のおらが寺を護らなければ』と思う檀
家がいる寺を、宗務庁として支える手立てはないものだ
ろうか。曹洞宗には外国人僧侶が千人ほどいるが、彼ら
は食べるために僧侶になったのではなく、『一人で静かに
坐禅ができる場所はないか』『どこか空いている寺で修行
がしたい』と訴える人もいる。そのようなニーズに応え
ながら、過疎地寺院の役にも立てられないかとも考えて
いる」と現時点での考えを示した。
　最後に、鵜飼師より本人の民間勤務の経験も踏まえ、
民間では計画を立て事業実施する時にはロードマップを
作成し期限を設け、計画に対する結果責任を強く求めら
れる。果たしてお寺の世界ではどうなのか、との指摘が
あった。



總　　和　　会　　報 2019.12.20第 122 号� （８）

編集・奥村孝善　大坂恵司　荒井裕明　石附正賢
　　　平岩浩文　甘蔗英司　佐藤清廉

第29回總和会全国大会
◇2020年11月18日（水）

◇会場・曹洞宗檀信徒会館

四 部 会 構 成（令和元年10月８日現在)
政 調 部 組 織 部 社 会 部 広 報 部

会　　長 鬼生田　俊英

議　　長 須田　孝英

副 会 長 岡　　芳雄　　名村　直高

幹 事 長 山本　健善

副幹事長 森　　元亨 嶽盛　和三 岩井　秀弘 ○大坂　恵司

副幹事長 片山　昌佳 ◎奥村　孝善

内　　局 橋本　壽幸 中村　見自 成田　隆真

部 会 員

◎部会長
○副部会長

　三吉　由之
　倉内　泰雄
◎近藤　龍法
○服部　直哉
　田中　清元
　坂本　泰俊
　藤木　道明
　加藤　賢一
　松田　宏道
　荒瀬　弘豊

◎深川　典雄
○龍谷　顯孝
　藏山　大顕
　中根　正賢
　福田　光昭
　甲斐　史郎
　中川　豊昭
　國生　泰俊
　芝　　道範

　山路　純正
◎五十嵐靖雄
○伊藤　弘隆
　乙川　良介
　清泉　文英
　髙橋　英悟
　酒井　秀瑞
　西川　光典
　大庭　諦道
　梅本　実道

　荒井　裕明
　石附　正賢
　平岩　浩文
　甘蔗　英司
　佐藤　清廉

＊会長、顧問、議長、副会長、幹事長及び内局は随時各部会へ出席

總和会ホームページ
http://souwakai.info

總和会役員構成（令和元年10月８日現在)
最高顧問　石　附　周　行
常任顧問　乙　川　暎　元　　　常任顧問　石　橋　晋　哉
顧　　問　藏　山　光　堂

会　　長　鬼生田　俊　英
副 会 長　岡　　　芳　雄　　　副 会 長　名　村　直　高
幹 事 長　山　本　健　善
副幹事長　森　　　元　亨　　　副幹事長　嶽　盛　和　三
副幹事長　岩　井　秀　弘　　　副幹事長　片　山　昌　佳
副幹事長　大　坂　恵　司　　　副幹事長　奥　村　孝　善

常任幹事
関　　東　荒　井　裕　明　　　東　　海　坂　本　泰　俊
近　　畿　平　岩　浩　文　　　中 四 国　五十嵐　靖　雄
九　　州　福　田　光　昭　　　北 信 越　乙　川　良　介

東　　北　深　川　典　雄　　　北 海 道　田　中　清　元

会長指名　山　本　健　善　　　会長指名　森　　　元　亨
会長指名　嶽　盛　和　三　　　会長指名　岩　井　秀　弘
会長指名　片　山　昌　佳　　　会長指名　大　坂　恵　司
会長指名　奥　村　孝　善

監　　事　 　山　大　顕　　　監　　事　清　泉　文　英

宗議会議長　須　田　孝　英
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四　部　会　報　告
【政調部会報告】
　政調部会においては、教育規程の僧堂振興に関する規定の一
部変更について協議し、緊急を要する条項の変更案を作成いた
しました。
　第 24 条第５項において、堂長が変わればあらたに申請がで
きるとのこと。堂則については各僧堂の特徴を生かせたものが
本来ではないか、諸事情により安居できない為の検定試験に、
検定時に保証人を立て修得後一定期間において各研修会の出席
義務化とし、その他レポート等の提出の実績を考慮できるよう
に制度の見直しをすべきである。
　宗門学校の寮は宗門の包括ではなく、内容等に関して僧堂設
置基準との整合性がなく、指導者の資格問題・不祥事等発生し
た場合の対処はどうすべきなのか。自閉症・アスペルガー等の
掛搭僧の対応には専門知識又は専門職の派遣が必要不可欠であ
り、また、安居中に精神的障害が発生した場合、僧堂の責任、
又はその対応はどうするのか、總和会として、政策を立案でき
るよう今後の四部会の開催方法を提案させていただいた。
【社会部会】
　社会部においては過疎地域等における宗門寺院の問題と対策
について協議いたしましたので報告いたします。

　寺院を地域の交流の場所として宗派にかぎらず、そして大人
に限らず、子どもにいたるまで開放し、宗門の教えを伝えてい
くべきである。それには、寺報・ホームページ等を利用し寺壇
関係の活性化を図っていくべきである。過疎地域等における問
題点は、後継者不足であり、教師資格取得に問題があり、今後
の宗門を見据えると最終的には宗費軽減につながっていく。
【組織部会】
　組織部会においては教育規程 ( 僧堂振興関係 ) について協議
いたしましたので報告いたします。
　変更された教育規程に対し、多岐に亘り意見が集中するとい
うことは、宗議会のありかた・議会中の会派内のあり方が問わ
れたものと思量されます。当部会としてはこれらの意見を集約
して教育規程の修正案を会派内で作成していければと考えてお
り、社会部でも同様のテーマをもって協議しているので、時期
をまたずして双方とも摺り合わせを重ね、その後、この件に関
しては会派内議員総会で協議することが必要である。
【広報部会】
　２月・６月議会報告はもちろんだが、總和会全国大会の報告
等、録音・記録をしながらの年３回発送を目標としている。


